
事 務 連 絡 

令和３年１月18日 

 

各都道府県危機管理・防災担当主管部（局）御中 

 

内 閣 府 政 策 統 括 官 （ 防 災 担 当 ） 付 

  参事官（災害緊急事態対処担当）付 

    参事官（普及啓発・連携担当） 付 

消 防 庁 国 民 保 護 ・ 防 災 部 防 災 課 

 

 

除雪作業中の事故防止に向けた注意喚起等について 

 
防災行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。 

昨年12月から、各地で大雪に見舞われており、多くの地点で平年の積雪深を大きく

上回っております。この結果、今冬の雪による死者数は63名（令和３年１月15日現在

速報値）となっており、近年で最多であった平成29年冬の同時期を上回っております

（別紙１参照）。地方公共団体からの報告によると、このうち相当数が除雪作業に起

因するものです。 

このため、「降積雪期における防災態勢の強化等について」（令和２年11月20日付

け中防消第12号）３（１）及び（２）（別紙２参照）においても要請したとおり、地

方公共団体においては、改めて除雪作業中の事故防止に向けた住民に対する普及啓

発・注意喚起に取り組んでいただくようお願いいたします。 

各地方公共団体におかれましては、引き続き関係部局と十分連携を図り、対応に万

全を期していただくとともに、貴都道府県内の市町村及び関係機関に対しても、この

旨を周知いただくようお願いいたします。 

なお、除雪時の留意事項等に関するチラシ等を、内閣府（防災）のホームページ

(http://www.bousai.go.jp/setsugai/index.html）に掲載していますのでご参考くださ

い。 

 

【連絡先】 

（大雪の被害に関すること） 

 内閣府政策統括官（防災担当）付 

  参事官（災害緊急事態対処担当）付 

   担当：福田、斎藤、箭内 、03-3501-5695（直通） 

（中央防災会議通知、注意喚起等に関すること） 

  参事官（普及啓発・連携担当）付 

担当：諸留、脇田、03-3502-6983（直通） 

（大雪の被害（速報値）に関すること、 

国と地方公共団体の連絡に関すること） 

消防庁国民保護・防災部防災課 

担当：舘野、飯田、03-5253-7525（直通）    



別紙１

１　都道府県別死者数

～12月 1月～ 計

人 人 人

5 2 7

2 2

1 2 3

2 2

3 15 18

5 3 8

1 1

2 11 13

2 2

1 1

5 5

1 1

21 42 63

２　近年の冬の雪による死者数の推移

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 合計

1 18 8 ー 27

3 5 30 16 11 65

20 32 53 11 116

10 15 13 1 1 40

1 1 1 5 1 9

21 42 ー ー ー 63
・４月以降の調査は、平成３０年～より実施
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別紙２ 

 

 

降積雪期における防災態勢の強化等について（抄） 

（令和２年 11月 20日中防消第 12号） 
 

 

３．除雪作業中の事故防止に向けた住民に対する普及啓発・注意喚起 

（１）雪下ろし等除雪作業中の事故防止 

一昨年冬期の雪による犠牲者が、雪下ろし等除雪作業中の死者であること

を踏まえ、作業時の家族・近所への声かけ、複数人での作業の実施、携帯電

話の携行、命綱・ヘルメットの正しい着用、はしごの固定、除雪道具の点検・

手入れ、ガス設備の損傷事故の防止等の実践的な留意点について普及啓発・

注意喚起を行うことにより、除雪作業中の安全対策の徹底を図ること。 

 

（２）歩行型ロータリ除雪機による事故防止 

   一昨年冬期の歩行型ロータリ除雪機による事故件数が少なくとも 54件（う

ち死亡２件、重傷 22件、軽傷 30件）あったことを踏まえ、歩行型ロータリ

除雪機にひかれる、除雪機と壁等に挟まれる、オーガ（雪をかき崩し、収集

するための装置）等に巻き込まれる、投雪口に手を突っ込み負傷するなどの

事故の防止等の留意点について注意喚起を行うことにより、安全対策の徹底

を図ること。 
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